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令和６年９月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和６年９月１０日午前９時００分農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

  

 

     １番  佐々木 定 廣    １０番  深 沢   靖 

２番  継 田 竜 也    １１番  齋 藤 美由木 

４番  奥 山 秀 治    １２番  髙 橋 国 広 

５番  小 西 嘉 之    １３番   佐々木 竜 孝 

７番  山 田 貞 子    １５番  髙 橋 秀 行 

８番  髙 橋 孝 人    １６番  細 井 千代文 

               １７番  髙 橋 正 尚 

                    

                 

    

 

 

 

 

 本会委員出席者  １３名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

３番  高 橋 広 樹 

６番  深 田 秋 彦 

 ９番  髙 橋 一 平 

１４番   加  藤 堅之助 

欠席者  ４名 
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１．出席事務局職員 

 

局  長           佐々木 龍 悦 

庶務班長兼農地調整班長    髙 橋 絹 子 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １ 議事録署名員の指名について 

第 ２ 議案第４１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３ 議案第４２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積画の 

           決定について 

第 ４ 議案第４３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積促進 

計画の策定について（要請） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午前９時１８分本委員会の閉会を告げた。
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令和６年９月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和６年９月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午前９時００分 

  

４．閉     会     午前９時１８分 

 

５．議事録署名委員    １１番 齋 藤 美由木 

１２番 髙 橋 国 広 

   

 

●議  長 それでは、ただ今から令和６年第９回農業委員会総会を開会いたします。 

ただ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、１１番、齋藤委員、１

２番、髙橋委員を指名します。 

●議  長 次に、日程第２、議案第４１号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第４１号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第４１号、申請番号４０番から申請番号４２番までについて議案書

をもとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

      申請番号４０番と申請番号４１番は、自作地相互の交換のため一括して説明

いたします。 

申請番号４０番、仙南地区の田１筆、８８０㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。 

申請番号４１番、仙南地区の田１筆、８８０㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。 

○○○さんと○○○さんは親子です。父から子へ経営移譲しておりますので、

渡人は父の○○○さん、受人は子の○○○さんです。耕作状況を改善するた

めのもので対価はありません。 

続きまして使用貸借権です。 

 申請番号４２番、千畑地区の田２筆、３,８３４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。両者は親子です。受人は父から農地を借りて花き栽培

をしておりますが、今回、経営規模拡大のため使用貸借するものです。期間

は７年５か月間です。 
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申請番号４０番から申請番号４２番までの３件の申請内容につきましては、

農地法第３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たし

ているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第４１号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号４０番から申請番号４２番までについて質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号４０番から申請番号４２番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号４０番から申請番号４２番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第２、議案第４１号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第３、議案第４２号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第４２号について事務

局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第４２号、申請番号９０番について議案書をもとに朗読、説明 】 

所有権移転が１件です。 

申請番号９０番、仙南地区の田３筆、畑１筆、計１，２３３㎡、渡人は○○

○さん、受人は○○○さんです。渡人は町外在住で、農地を手放したく、隣

地を耕作している受人へ売買するものです。売買価格は総額○○○円です。

受人の経営状況につきましては、資料１ページのとおりです。受人は農機具

一式を所有しております。引き渡し時期は９月３０日を予定しております。 

申請番号９０番の案件につきましては、旧農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第４２号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号９０番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号９０番については原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号９０番については原案のとおり決

しました。 

●議  長 よって日程第３、議案第４２号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第４、議案第４３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積等促進計画の策定について（要請）についてを上程し議題とします。議

案第４３号について事務局より説明願います。 
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●庶務班長 【 議案第４３号、申請番号４６番から申請番号１２４番までについて議案

書をもとに朗読、説明 】 

農地中間管理事業による貸借権の設定です。 

大坂・善知鳥地区の圃場整備事業に伴い、法人への集積が必要となる案件で、

期間は全て１７年間です。 

申請番号４６番から申請番号８２番までの受け手は、○○○さんです。 

賃借料は、田については１０ａあたり○○○円、畑については１０ａあたり

○○○円です。 

申請番号４６番、千畑地区の田６筆、５，５９５㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号４７番、千畑地区の田６筆、４，８５７㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号４８番、千畑地区の田１８筆、１２，５１６㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号４９番、千畑地区の田１３筆、１４，４７８㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号５０番、千畑地区の田６筆、３，２１６㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号５１番、千畑地区の田１７筆、１７，０４０㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号５２番、千畑地区の田７０筆、畑 1筆、計５５，８００．５１㎡、

出し手は○○○さんです。 

申請番号５３番、千畑地区の田２筆、３，１６５㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号５４番、千畑地区の田１５筆、畑１筆、計１１，３４９㎡、出し手

は○○○さんです。 

申請番号５５番、千畑地区の田２０筆、１０，２９４㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号５６番、千畑地区の田９筆、８，２８１㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号５７番、千畑地区の田１４筆、１２，４７２㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号５８番、千畑地区の田２３筆、２０，５４１㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号５９番、千畑地区の田３６筆、３４，１２８㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号６０番、千畑地区の田６筆、５，４８２㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号６１番、千畑地区の田７筆、１０，２２７㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号６２番、千畑地区の田２筆、３，８１３㎡、出し手は○○○さんで
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す。 

申請番号６３番、千畑地区の田１１筆、１０，９７３㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号６４番、千畑地区の田７筆、３，４７９㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号６５番、千畑地区の田１３筆、畑１筆、計１１，００３㎡、出し手

は○○○さんです。 

申請番号６６番、千畑地区の田３６筆、２５，１１４㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号６７番、千畑地区の田３１筆、１４，５２０㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号６８番、千畑地区の田２筆、１，６６７㎡、出し手は○○○さんで

す。 

      申請番号６９番、千畑地区の田１筆、畑１筆、計４５４㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号７０番、千畑地区の田２８筆、畑１筆、計３７，１３２㎡、出し手

は○○○さんです。 

申請番号７１番、千畑地区の田２２筆、３３，７８０㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号７２番、千畑地区の田２筆、３，６６４㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号７３番、千畑地区の田８筆、畑１筆、計９，１４７㎡、出し手は○

○○さんです。 

申請番号７４番、千畑地区の田５筆、４，３１４㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号７５番、千畑地区の田１筆、８２㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号７６番、千畑地区の田１筆、６４９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号７７番、千畑地区の田６筆、１，４７３㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号７８番、千畑地区の田２筆、１，７４５㎡、出し手は○○○さんで 

す。 

申請番号７９番、千畑地区の田３筆、３，３１６㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８０番、千畑地区の田５筆、３，２８４㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８１番、千畑地区の田５筆、７，２８５㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８２番、千畑地区の田３筆、２，６５３㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８３番から申請番号１２０番までの受け手は、○○○さんです。 

賃借料は、田については１０ａあたり○○○円、畑については１０ａあたり
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○○○円です。 

申請番号８３番、千畑地区の田３筆、２，４５２㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８４番、千畑地区の田５筆、１０，０６３㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号８５番、千畑地区の田１筆、１，８２９㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８６番、千畑地区の田６筆、５，４１９㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号８７番、千畑地区の田１０筆、１２，７０６㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号８８番、千畑地区の田２７筆、３４，１１３㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号８９番、千畑地区の田２０筆、２３，４３２㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号９０番、千畑地区の田５筆、４，０３２㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号９１番、千畑地区の田４筆、２，１９８㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号９２番、千畑地区の田１２筆、２５，０６６㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号９３番、千畑地区の田４筆、２，９００㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号９４番、千畑地区の田１２筆、１６，１８８㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号９５番、千畑地区の田７筆、２，６５４㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号９６番、千畑地区の田１５筆、１１，３８６㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号９７番、千畑地区の田７筆、８，８４６㎡、出し手は○○○さんで

す。 

申請番号９８番、千畑地区の田１１筆、１６，０３３㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号９９番、千畑地区の田２１筆、畑１筆、計２１，２６７㎡、出し手

は○○○さんです。 

申請番号１００番、千畑地区の田６筆、１０，２８９㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号１０１番、千畑地区の田１６筆、１７，３３２㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０２番、千畑地区の田１６筆、１５，３７４㎡、出し手は○○○

さんです。 
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申請番号１０３番、千畑地区の田３３筆、３２，４９５㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０４番、千畑地区の田１０筆、１２，２５６㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０５番、千畑地区の田２３筆、１８，９９４㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０６番、千畑地区の田２９筆、２８，６４９㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０７番、千畑地区の田２０筆、２６，４２３㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０８番、千畑地区の田６５筆、６１，４９５㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１０９番、千畑地区の田１２筆、１６，１２２㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１１０番、千畑地区の田１９筆、２０，２０８㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１１１番、千畑地区の田１３筆、１２，７３９㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１１２番、千畑地区の田２２筆、１８，１５３㎡、出し手は○○○

さんです。 

申請番号１１３番、千畑地区の田５筆、８，２４２㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号１１４番、千畑地区の田３筆、２，４３０㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号１１５番、千畑地区の田７筆、１０，８１０㎡、出し手は○○○さ

んです。 

申請番号１１６番、千畑地区の田２筆、２，２９７㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号１１７番、千畑地区の田１筆、１，４０４㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号１１８番、千畑地区の田２筆、４，２７２㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号１１９番、千畑地区の田８筆、７，５２７㎡、出し手は○○○さん

です。 

申請番号１２０番、千畑地区の田１筆、８４８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号１２１番から申請番号１２４番までの受け手は、○○○さんです。 

申請番号１２１番、千畑地区の田５８筆、３６，２７４㎡、出し手は○○○

さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１２２番、千畑地区の田４１筆、５２，６１７㎡、出し手は○○○

さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１２３番、千畑地区の田１筆、２，９９２㎡、出し手は○○○さん
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です。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

 ○○○さんは、○○○さんの息子さんです。 

申請番号１２４番、千畑地区の田２筆、４，０３３㎡、出し手は○○○さん

です。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号４６番から１２４番までの７８件は、旧農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第４３号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号４６番から申請番号１２４番までについてですが、本人案件があり

ますので、まずは申請番号７４番と申請番号９２番を除き質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号４６番から申請番号１２４番まで

のうち、申請番号７４番と申請番号９２番を除き、原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号４６番から申請番号１２４番まで

のうち、申請番号７４番と申請番号９２番を除き、原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号７４番と申請番号９２番についてですが、本人案件ですので、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めま

す。 

 

                        ○番委員 退席 午前９時１７分 

       

●議  長 それでは、申請番号７４番と申請番号９２番について質疑を行います。質疑

ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号７４番と申請番号９２番について

は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号７４番と申請番号９２番について

は原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午前９時１８分 

 

●議  長 よって日程第４、議案第４３号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 以上で本日の会議案件はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、令和６年第９回農業委員会定例総会を閉会いたします。 
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   会議終了 午前９時１８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和６年９月１０日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  齋  藤  美 由 木 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  髙  橋  国  広 

 


